
申込金額
十億 百万 千 円 資金使途

お客様のでんさいネット利用者番号 お客様の決済口座情報
金融
機関名

支店名
普通
当座

■譲渡・分割譲渡（割引）対象債権

記録番号（ 0桁） 債権者
口座英数字2

全部
・
一部

債　権　金　額 割　引　（譲　渡）　金　額 保証記録 債務者名 発生記録日（西暦） 支払期日（西暦）

貴金庫 全部
百万 千 円 百万 千 円 年 月 日 年 月 日

有
他行庫 一部

貴金庫 全部
百万 千 円 百万 千 円 年 月 日 年 月 日

有
他行庫 一部

貴金庫 全部
百万 千 円 百万 千 円 年 月 日 年 月 日

有
他行庫 一部

＜営業店使用欄＞ ＜本部使用欄＞ ■譲受人（当金庫）の利用者情報

受付日 係印 印鑑照合 検印 受領日 係印 記録請求日 記録（予定）日 係印 検印
利用者番号

金融機関コード 支店コード 口座種別 口座番号

事務管理部送達日 別段
預金

  電 子 記 録 債 権 割 引 申 込 書 申込年月日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日
割引希望日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　○○信用金庫　御中

　住所

　名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（　　　　）

・下記の電子記録債権の割引を申し込みます。

・貴金庫を譲受人とした譲渡・分割譲渡記録請求については、貴金庫が定める期日までに、私自ら行うものとし、当該記録請求には私の保証記録
を随伴させるものとします。

・貴金庫以外が決済口座となっている電子記録債権については、割引申込みに際し、当該債権の内容が確認できる資料を提出いたします。

・貴金庫が、譲渡された電子記録債権を返還する場合は、株式会社全銀電子債権ネットワークが記録請求を制限していない期間において、貴金庫
の保証記録が随伴しない譲渡記録によって行われることとし、当該記録請求手数料は私が負担します。

申込金額

  電 子 記 録 債 権 割 引 申 込 書 申込年月日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日
割引希望日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　○○信用金庫　御中

　住所

　名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（　　　　）

・下記の電子記録債権の割引を申し込みます。

・貴金庫を譲受人とした譲渡・分割譲渡記録請求については、貴金庫が定める期日までに、私自ら行うものとし、当該記録請求には私の保証記録
を随伴させるものとします。

・貴金庫以外が決済口座となっている電子記録債権については、割引申込みに際し、当該債権の内容が確認できる資料を提出いたします。

・貴金庫が、譲渡された電子記録債権を返還する場合は、株式会社全銀電子債権ネットワークが記録請求を制限していない期間において、貴金庫
の保証記録が随伴しない譲渡記録によって行われることとし、当該記録請求手数料は私が負担します。

申込金額

  電 子 記 録 債 権 割 引 申 込 書 申込年月日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日
割引希望日　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　東京ベイ信用金庫　御中

申込人
　
　住所

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（　　　　）

・下記の電子記録債権の割引を申し込みます。

・株式会社全銀電子債権ネットワーク（以下「でんさいネット」という。）の業務規程第２３条第１項に基づく譲渡・分割譲渡記録請求
の手続については、申込人自らが行います。また、当該記録請求は貴金庫が定める日時までに行うこと及び申込人を電子記録保
証人とする保証記録を随伴させることについて承諾します。

・貴金庫以外に開設されている債権者口座にかかる電子記録債権については、割引申込みに際し、当該電子記録債権の内容を確
認できる資料を提出いたします。

・貴金庫が、譲渡された電子記録債権を返還する場合の貴金庫による記録請求の手続は、でんさいネットが記録請求を制限してい
ない期間において、貴金庫を電子記録保証人とする保証記録が随伴しない譲渡記録によって行われることとし、当該記録請求の手
数料は申込人が負担します。

申込人自ら記録請求する場合

申込金額


	電子記録債権割引申込書

